
◎控除振替分（所得金額調整）、扶養（同居・遠隔地）だけが控除対象の世帯のう
ち1～6人家族は下記の早見表で判定できます。

⑴　給与所得者が 1人の場合の年間総収入金額

単身入居
本人を除く同居親族及び扶養親族数

1　人 2　人 3　人 4　人 5　人

総　
　
　

収　
　
　

入

一　
　
　
　

般

１
分
位

0
～ 2,043,999

0
～ 2,583,999

0
～ 3,127,999

0
～ 3,663,999

0
～ 4,135,999

0
～ 4,611,999

２
分
位

2,044,000
～ 2,367,999

2,584,000
～ 2,911,999

3,128,000
～ 3,451,999

3,664,000
～ 3,947,999

4,136,000
～ 4,423,999

4,612,000
～ 4,895,999

３
分
位

2,368,000
～ 2,643,999

2,912,000
～ 3,183,999

3,452,000
～ 3,711,999

3,948,000
～ 4,187,999

4,424,000
～ 4,663,999

4,896,000
～ 5,135,999

４
分
位

2,644,000
～ 2,967,999

3,184,000
～ 3,511,999

3,712,000
～ 3,995,999

4,188,000
～ 4,471,999

4,664,000
～ 4,947,999

5,136,000
～ 5,423,999

特
別
〈
裁
量
〉

５
分
位

2,968,000
～ 3,447,999

3,512,000
～ 3,943,999

3,996,000
～ 4,415,999

4,472,000
～ 4,891,999

4,948,000
～ 5,367,999

5,424,000
～ 5,843,999

６
分
位

3,448,000
～ 3,887,999

3,944,000
～ 4,363,999

4,416,000
～ 4,835,999

4,892,000
～ 5,311,999

5,368,000
～ 5,787,999

5,844,000
～ 6,263,999

※この表の所得金額算定は公営住宅法上の算定であり、所得税法上の算定とは異なります。
⑵　収入のある者全員の年間総合計所得金額

単身入居
本人を除く同居親族及び扶養親族数

1　人 2　人 3　人 4　人 5　人

合　

計　

所　

得

一　
　
　
　

般

１
分
位

0
～ 1,248,000

0
～ 1,628,000

0
～ 2,008,000

0
～ 2,388,000

0
～ 2,768,000

0
～ 3,148,000

２
分
位

1,248,001
～ 1,476,000

1,628,001
～ 1,856,000

2,008,001
～ 2,236,000

2,388,001
～ 2,616,000

2,768,001
～ 2,996,000

3,148,001
～ 3,376,000

３
分
位

1,476,001
～ 1,668,000

1,856,001
～ 2,048,000

2,236,001
～ 2,428,000

2,616,001
～ 2,808,000

2,996,001
～ 3,188,000

3,376,001
～ 3,568,000

４
分
位

1,668,001
～ 1,896,000

2,048,001
～ 2,276,000

2,428,001
～ 2,656,000

2,808,001
～ 3,036,000

3,188,001
～ 3,416,000

3,568,001
～ 3,796,000

特
別
〈
裁
量
〉

５
分
位

1,896,001
～ 2,232,000

2,276,001
～ 2,612,000

2,656,001
～ 2,992,000

3,036,001
～ 3,372,000

3,416,001
～ 3,752,000

3,796,001
～ 4,132,000

６
分
位

2,232,001
～ 2,568,000

2,612,001
～ 2,948,000

2,992,001
～ 3,328,000

3,372,001
～ 3,708,000

3,752,001
～ 4,088,000

4,132,001
～ 4,468,000

注）次の場合は、上記の早見表は使用できませんのでご注意ください。
⑴ 特定扶養、老人扶養、障害者、特別障害、ひとり親、寡婦控除があるとき。

●新たに就職・転職した方の年間所得計算について
前年度中に転職した場合、転職後の職場 ( □□株式会社 ) での収
入を計算して、今後 1年間の収入を計算します。

<長崎太郎さんの就労状況>
　・令和５年 3月 31 日で退職
　・令和５年 4月 1 日から□□株式会社に転職
　・前職の令和５年収入は 600,000 円

□□株式会社の収入は、2,470,000 － 600,000=1,870,000 円
これは、令和５年４月から12月の９ヶ月の収入のため、１年間(12ヶ
月 ) の収入に換算すると、1,870,000 ÷ 9 × 12=2,493,333 円が
太郎さんの年間収入と計算されます。
所得税法上の計算式に当てはめると、太郎さんの所得金額は、
1,664,400 円となります。

長崎市西山台 1 丁目 3-2-201

給与・賞与 2,470,000

（前職）〇×商事㈱　令和５年 3 月 31 日退職
収入金額 600,000 円

＊ ＊4

長崎市江戸町 99-99
□□株式会社

43 1 11

1,647,600

長 崎　太 郎
ナガサキ タロウ

５

令和５年分※令和6年4月1日現在の収入基準等の早見表です。
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〔地区別位置図〕 〔地区別団地一覧表〕

長 崎 地 区………………………22～25 長 崎 地 区………………………26～29

佐世保地区………………………30～32 佐世保地区………………………34～35

諫早・大村地区………………………36～38 諫早・大村地区………………………40～41

長崎県営住宅所在の行政区域図

注）この「ご案内」に掲載してある県営住宅の所在市を○で囲んであります。

（令和₆年₄月₁日現在）
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